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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　界面活性剤としての化合物の使用方法であって、以下の式１、すなわち
【化１】

を有し、式中、
　Ｒが、飽和の炭化水素基であって、該炭化水素基の炭素骨格が８～１８個の炭素原子を
含む炭化水素基を表し、
　Ｚが３～８モルのオキシエチレンを表し、
　Ｂが－ＣＨ3又は－ＣＨ2－ＣＨ3を表し、
　Ｙが０又は１を表し、
　Ｘが１又は２を表す１つ又は複数の化合物を組成物に添加する工程を含む、方法。
【請求項２】
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　Ｚが３、６又は８モルのオキシエチレンを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　式１の化合物が、３エチレングリコールＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド、
６エチレングリコールＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド、８エチレングリコー
ルＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド、３エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロ
キシエチルコカミド、６エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド、８エ
チレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド、３エチレングリコールＰＰＧ－
２ヒドロキシエチルイソステアラミド、６エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチ
ルイソステアラミド、又は８エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソステア
ラミドである、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　式１の化合物が２０～２５℃の温度で前記組成物に添加される、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記組成物によって作り出される泡の量及び密度が少なくとも２０％増加し、及び／又
は前記組成物によって作り出される泡の持続性が少なくとも２０％向上する、請求項１～
４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記組成物が１つ又は複数の賦形剤を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項７】
　前記組成物が、シャンプー、毛髪着色剤、ヘアコンディショナー、入浴製品、ボディソ
ープ、洗顔料、スキントリートメントクリーム又はスキントリートローションの形態であ
る、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　以下の式１、すなわち
【化２】

の化合物であって、式中、
　Ｒが、飽和の炭化水素基であって、該炭化水素基の炭素骨格が８～１８個の炭素原子を
含む炭化水素基を表し、
　Ｚが３～８モルのオキシエチレンを表し、
　Ｂが－ＣＨ3又は－ＣＨ2－ＣＨ3を表し、
　Ｙが０又は１を表し、
　Ｘが１又は２を表す、化合物。
【請求項９】
　３エチレングリコールＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド、６エチレングリコ
ールＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド、８エチレングリコールＰＰＧ－１ヒド
ロキシエチルカプリルアミド、３エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミ
ド、６エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド、８エチレングリコール
ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド、３エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチ
ルイソステアラミド、６エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソステアラミ
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ド、又は８エチレングリコールＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソステアラミドである、請
求項８に記載の化合物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規化合物、及び界面活性剤、特には発泡促進剤として作用する界面活性剤
としてのその使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　界面活性剤は、洗浄系の特性及び／又は美的品質を変更するために、特には洗浄系のレ
オロジーを変更するために洗浄系に加えることができる。レオロジーとは、材料が外力の
影響下でどのように変形及び流動するかを研究するものである。流動に対する抵抗性の尺
度である粘度は、レオロジーの科学的教義の１つの側面である。
【０００３】
　化粧品、例えば、シャンプー、コンディショナー、及びスキントリートメントクリーム
のレオロジー特性は、市場においてそれらが受け入れられるための重要な要素である。消
費者は、これらの製品の知覚品質に基づいてそれらを購入するであろう。たとえ製品がそ
の他の点で機能的であったとしても、製品が期待したプロファイルに達していない場合に
は、消費者はその製品を再購入しないことが多いであろう。製品のレオロジー及び知覚特
性などの性質は、消費者が製品の受容性を判断するのに用いる重要な要素である。
【０００４】
　界面活性剤の望ましい特性としては、粘度を増加させる（すなわち増粘する）能力、泡
を増やす能力、泡の安定化を提供する能力、及び界面活性剤が加えられる組成物の知覚特
性を改善する能力が挙げられる。好ましくはまた、界面活性剤は、化合物、例えば、香料
を可溶化する処方物の能力を向上させるべきである。
【０００５】
　非イオン性界面活性剤が５０年を超える期間にわたって利用されているが、室温で容易
に流動性を有する液体の形態であるのに十分低い融点を有するものは限られている。非イ
オン性界面活性剤（例えば、ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド（コカミドＭＥＡ））は
、典型的には室温で固体であり、この固体を処理の際に加熱して溶解し、続いて種々の配
合物に組み入れるために流動性にする。しかしながら、室温で液体である非イオン性界面
活性剤が知られている。商業的に入手可能なＰＥＧコカミドとしては、Ｅｍｐｉｌａｎ 
ＭＡＡ（Ａｌｂｒｉｇｈｔ ＆ Ｗｉｌｓｏｎ ＵＫ社）、Ｇｅｎａｇｅｎ ＣＡ－０５０（
Ｃｌａｒｉａｎｔ社）、Ｈｅｔｏｘａｍｉｄｅ Ｃ－４（Ｇｌｏｂａｎ Ｓｅｖｅｎ社）、
Ｎｉｎｏｌ １３０１（Ｓｔｅｐａｎ社）、Ｎｉｎｏｌ Ｃ－５（Ｓｔｅｐａｎ社）、Ｕｐ
ａｍｉｄｅ Ｃ－５（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｒｅｓｅｒｖ－Ａ－Ｃｈｅｍ社）が挙げられ
る。
【０００６】
　このような加熱は、高価なだけでなく、得られる配合物の他の成分に影響を及ぼす場合
がある。例えば、溶解した界面活性剤中に香料を組み込むと、これらの界面活性剤の多く
は揮発性油であるので、しばしば香料が失われる結果となる。さらに、香料などの物質を
モノエタノールアミドなどの従来の界面活性剤に組み込むことは、従来の界面活性剤が室
温で固体であるため難しい。一般に、香料などの油溶性物質を水性界面活性剤の系に組み
込むことは、最初に、油溶性物質を液体の界面活性剤と混合することを伴う。この追加の
処理工程によって処理量が減少し、処理のコストや複雑さが増す。
【０００７】
　典型的には、液体のアルキルジエタノールアミド（ＤＥＡ）界面活性剤は、液体の洗浄
系において増泡剤及び増粘剤として使用されている。ジエタノールアミドの最も有利な特
性の１つは室温でのその流動性である。これによって製造バッチを加熱する追加の工程な
しにクレンジング製品を製造することができ、よって必要とされる熱エネルギーを提供す
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るコストを節約することができる。しかしながら、ジエタノールアミドは、好ましくない
特性を有しており、しばしばジエタノールアミンと結びついて、窒素酸化物や亜硝酸ナト
リウムと反応し、発癌性があることで知られるニトロソアミンを形成する場合がある。
【０００８】
　結果として、ジエタノールアミドは、可能性のある規制や消費者の好みを考慮すると、
将来の界面活性剤配合物に含めるには適切でないことが広く認識されている。
【０００９】
　洗浄系のための個々のプロポキシ化されたアルカノールアミド界面活性剤及びその調製
方法が米国特許第６，５３１，４４３号明細書に開示されている。これらの改質アルカノ
ールアミドは、カプリル、ステアリン酸、大豆油及びヤシ油脂肪族のモノエタノールアミ
ドから得ることができる。これらの材料のそれぞれは多くの有用な特性を有するが、それ
らは唯一の増粘剤として個々に使用された場合に幾つかの欠点がある。改善しうるこれら
材料の幾つかの特性としては、色の安定性、粘度を増加させる性能、泡を増やす性能、並
びに一部の界面活性剤系との適合性のうち１つ又は複数が挙げられる。１つの例は、ポリ
プロピレングリコール（ＰＰＧ）ヒドロキシエチルカプリルアミドであり、それは優れた
色の安定性を提供し、良好な増泡剤であるが、粘度を上昇させる特性に乏しい。別の例は
、ＰＰＧヒドロキシエチルコカミドであり、それはほぼすべての界面活性剤系と適合性を
有し、良好な色の安定性を有するが、コカミドＭＥＡ（それによって粘性が得られる）と
比較して十分な粘度を与えるものではない。第３の例のＰＰＧヒドロキシエチルソイアミ
ド（大豆油から得られる直鎖の不飽和Ｃ－１８）は、粘度を上昇させるが、色の安定性を
与えるものではない。
【００１０】
　米国特許第６，５３１，４４３号明細書は、改質アルカノールアミドを界面活性剤とし
て添加してパーソナルケア組成物、特にはヘアケア及びスキントリートメントのための組
成物の粘度を高めることを開示している。しかしながら、このようなアルカノールアミド
の添加は、それらが添加される組成物の発泡特性を向上させない。典型的には、このよう
なアルカノールアミドの添加は、組成物の発泡特性に悪影響を及ぼす場合がある。特には
、このようなアルカノールアミドの添加は、泡の形成を抑制し、形成される泡の持続性を
低下させる場合がある。
【発明の概要】
【００１１】
　今回、驚くべきことに、上記の課題の少なくとも１つを低減するか又は実質的に克服す
る幾つかの非イオン性界面活性剤が見出された。
【００１２】
　本発明の第１の態様によれば、以下の式１
【化１】

の化合物が提供され、式中、
　Ｒは炭化水素基を表し、
　Ｚはオキシエチレン基を表し、
　Ｂは１～５個の炭素原子を含むアルキル鎖を表し、
　Ｙは０又は１を表し、
　Ｘは０よりも大きな数を表す。
【００１３】
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　適切には、Ｒは１～２５個の炭素原子を含む炭化水素基を表す。
【００１４】
　Ｚは、適切には１～１２モル、より適切には２～１０モル、有利には３～８モルのオキ
シエチレンを含む。
【００１５】
　Ｙは好ましくは０である。
【００１６】
　典型的には、ＢはＣＨ3又はＣＨ2－ＣＨ3を表し、好ましくはＣＨ3である。
【００１７】
　１つの実施態様では、Ｘは１～６である。
【００１８】
　式１の化合物は界面活性剤として有用である。式１の化合物は、発泡促進剤としても作
用し、典型的には、物質の発泡量を増加させ、形成される泡の持続性を向上させる。典型
的には、式１の化合物は、ＰＥＧ ５コカミドなどの公知の発泡促進剤と同程度に発泡性
を促進させるのに有効である。米国特許第６，５３１，４４３号明細書に開示されるよう
なアルカノールアミドは泡を形成する物質の能力を低下させるので、このことは特に驚く
べきことである。典型的には、式１の化合物は優れた関連する色の安定性を有する。
【００１９】
　式１の化合物は、約２５℃未満の凝固温度を典型的に有し、好ましくは周囲温度又はそ
れよりも低い温度（例えば２５℃又はそれよりも低い温度）で液体である。したがって、
本発明の化合物は、一般的には加熱なしで処理することができる。典型的には、式１の化
合物は、加熱なしに物質の発泡特性を向上させるために物質に添加することができる。し
たがって、処理のコスト及び不便さは、一般に室温で固体である公知の非イオン性界面活
性剤と比べて低減される。本発明の化合物の比較的低い融点のために、これらの化合物を
含む配合物は低温で処理することができ、得られる配合物の他の成分にダメージを与える
リスクを避けることができる。したがって、熱に敏感な化合物、例えば、油溶性成分（特
には香料）を、ダメージを与えるリスクなしに添加することができる。
【００２０】
　したがって、式１の化合物を含む組成物を製造するコストや複雑さは最小限に抑えられ
る。本発明の化合物の比較的低い融点は、ＰＥＧ ５コカミドなどの従来の増泡化合物に
比べて重要な利点を与える。
【００２１】
　本発明の化合物を含む配合物は、驚くほどに優れた知覚特性を有する。これらの配合物
は、優れた関連する「湿った感じ」や「乾いた感じ」の特性を有する。一般的には、本発
明の化合物を含む配合物は、公知の界面活性剤、例えば、米国特許第６，５３１，４４３
号明細書の改質アルカノールアミド、又は公知の増泡剤、例えば、ＰＥＧ ５コカミドを
含む対応する配合物よりも優れた関連する知覚特性を有する。
【００２２】
　適切には、オキシエチレン基は以下の構造、すなわち、
【化２】

を有し、式中、ｘ＝１～１２である。
【００２３】
　式１の化合物１モルは、１～１２モルのオキシエチレン基、適切には２～１０モルのオ
キシエチレン基、より適切には３～８モルのオキシエチレン基、さらにより適切には３、
６又は８モルのオキシエチレン基、有利には６モルのオキシエチレン基を含むことができ
る。
【００２４】
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　Ｒは、任意選択で置換、飽和又は不飽和の炭化水素基であって、該炭化水素基の炭素骨
格が１～２５個の炭素原子、適切には３～２１個の炭素原子、より適切には８～１８個の
炭素原子を含むことができる炭化水素基を表すことができる。
【００２５】
　Ｘは、１～１０の整数、適切には１～６の整数、より適切には１～４の整数を表すこと
ができる。好ましくはＸは１、２又は３を表す。
【００２６】
　式１の化合物の炭素骨格は、式１に示されるもののほかにさらなる置換基を含むことが
できる。
【００２７】
　本発明のさらなる態様によれば、式１の１つ又は複数の化合物と１つ又は複数の賦形剤
を含む組成物が提供される。
【００２８】
　本発明の組成物中に存在する式１の化合物の量は組成物のタイプに依存する。典型的に
は、この組成物は、式１の化合物を約０．１～５０ｗｔ％、適切には約０．１～１０ｗｔ
％、より適切には約１～５ｗｔ％、有利には約３ｗｔ％含む。
【００２９】
　適切には、組成物は、化粧品、特にはパーソナルケア調製物、例えば、ヘアケア又はス
キンケア用の化粧品である。これに関連して、典型的なパーソナルケア配合物としては、
シャンプー、毛髪着色剤、ヘアコンディショナー、入浴製品、並びにスキントリートメン
トクリーム及びローション、例えば、ベビー用スキントリートメントクリーム及びローシ
ョン、ボディソープ、例えば、洗顔料及びワイプ、例えば、クレンジングワイプ、特には
ベビー又は幼児に関連する使用のためのもの、例えば、ベビーのためのスキントリートメ
ントクリーム及びローションが挙げられる。式１の新規組成物の特性を利用できる他の配
合物としては、メーキャップクリーム、日焼け止め剤、スキントナー、制汗剤などが挙げ
られる。
【００３０】
　あるいはまた、本発明の組成物は、ホームケア又は工業用配合物、例えば、軽質洗剤、
洗濯洗剤、硬質面洗浄剤、工業用洗浄剤、金属加工及び平滑剤、乳化剤、金属製品のため
の防食剤、及び他の種々の液体及び／又は水性のパーソナルケア、ホームケア、工業、農
作物、及び繊維用の組成物であることができる。
【００３１】
　適切には、この組成物は、賦形剤、例えば、充填剤、溶媒、界面活性剤及び／又は安定
剤を含むことができる。この組成物は、従来の添加剤、例えば、香料、防腐剤、錯化剤、
乳白剤、光沢現像剤等、オイル、皮膚軟化剤、及び懸濁粒子（例えば、ピーリング又はオ
イル含有ビーズ）を含むことができる。典型的には、この組成物は、アニオン性、非イオ
ン性、両性及び／又はカチオン性界面活性剤を含む。適切には、この組成物は、ラウリル
硫酸ナトリウム（ＳＬＳ）、ラウレス硫酸ナトリウム（ＳＬＥＳ）及び／又はベタインを
含む。
【００３２】
　本発明の化合物は、典型的には、公知の界面活性剤又は増粘成分を含む対応する組成物
と比べて本発明の組成物の発泡特性を高める。
【００３３】
　特には、本発明の組成物によって生成される発泡量は、公知の界面活性剤又は公知の増
粘成分を含む組成物に比べて典型的に多く、生成される泡の持続性が一般に高い。本発明
の組成物によって生成される泡は、典型的には、本発明の化合物を含まない組成物によっ
て生成される泡よりも緻密でかつより広い面積を覆う。
【００３４】
　本発明のさらなる態様によれば、式１の１つ又は複数の化合物を添加する工程を含む、
物質の発泡特性を向上させる方法又は改善された知覚供与を提供する方法が与えられる。
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【００３５】
　「物質」という用語は、本発明の化合物を添加することができる組成物又は配合物を指
すものである。本発明の化合物の添加によって物質の発泡特性が向上し、物質の知覚供与
が高められる。
【００３６】
　１つの実施態様によれば、この物質によって作り出される泡の量及び密度は、式１の１
つ又は複数の化合物の添加によって増加する。典型的には、この物質によって作り出され
る泡の量は、少なくとも約１０％、適切には少なくとも約２０％、より適切には少なくと
も約５０％増加する。典型的には、作り出される泡の密度は、少なくとも約１０％、適切
には少なくとも約２０％、より適切には少なくとも約５０％増加する。
【００３７】
　有利には、本発明の方法は、この物質によって作り出される泡の持続性を増加させる。
典型的には、作り出される泡は、少なくとも約１０％長く、より適切には少なくとも約２
０％長く、好ましくは少なくとも約５０％長く持続可能である。
【００３８】
　一般的には、式１の１つ又は複数の化合物を物質に添加することによって形成される組
成物は、式１の化合物を約０．１～５０ｗｔ％、適切には約０．１～１０ｗｔ％、より適
切には約１～５ｗｔ％、有利には約３ｗｔ％含む。
【００３９】
　上記のように、本発明の化合物は、約２５℃未満の凝固温度を一般的に有し、好ましく
は周囲温度又はそれよりも低い温度（例えば２５℃又はそれよりも低い温度）で液体であ
る。物質の発泡特性を向上させる方法は、それを進めるのに高い温度を一般に必要としな
い。本発明の化合物は、高くない温度で物質に添加することができる。式１の化合物は、
８０℃未満の温度で物質に添加することができ、適切には、式１の化合物は、室温（すな
わち、２０～２５℃）で物質に添加される。この方法は、式１の１つ又は複数の化合物の
添加に続いて混合工程を含むことができる。
【００４０】
　上記のように、物質への式１の化合物の添加はまた、米国特許第６，５３１，４４３号
明細書に開示されるアルカノールアミドなどの公知の増粘剤又はＰＥＧ ５コカミドなど
の公知の増泡剤に比べて物質の知覚特性を典型的に改善する。
【００４１】
　本発明のさらなる態様によれば、以下の式２の化合物であって、
【化３】

式中、基Ｒ、Ｂ、Ｙ及びＸが上で規定したとおりである化合物をエチレンオキシドと接触
させる工程を含む、式１の化合物を形成する方法が提供される。
【００４２】
　式２の有用な化合物の例としては、ポリオキシプロピレン－、ポリオキシブチレン－、
脂肪族のエタノールアミド又は脂肪族のイソプロパノールアミドが挙げられる。プロポキ
シ化された脂肪族のエタノールアミドが好ましい。脂肪族のエタノールアミド部分は、好
ましくは脂肪族のモノエタノールアミドであり、より好ましくはラウリンモノエタノール
アミド、カプリンモノエタノールアミド、カプリルモノエタノールアミド、カプリル／カ
プリンモノエタノールアミド、デカンモノエタノールアミド、ミリスチンモノエタノール
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アミド、パルミチンモノエタノールアミド、ステアリンモノエタノールアミド、イソステ
アリンモノエタノールアミド、オレインモノエタノールアミド、リノールモノエタノール
アミド、オクチルデカンモノエタノールアミド、２－ヘプチルウンデカンモノエタノール
アミド、ヤシ油脂肪族モノエタノールアミド、牛脂脂肪族モノエタノールアミド、大豆油
脂肪族モノエタノールアミド、及びパーム核油脂肪族モノエタノールアミドから誘導され
る。これらのうち、カプリル、リノール、ステアリン、イソステアリン、大豆油及びヤシ
油脂肪族モノエタノールアミドが好ましい。イソステアリンが使用される場合には、それ
は別の脂肪族アルカノールアミドと組み合わせて使用されることが好ましい。
【００４３】
　式２の特に好ましい化合物は、ＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド、ＰＰＧ－
２ヒドロキシエチルコカミド、ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソステアラミド、及びそれ
らの混合物からなる群より選択される。
【００４４】
　別の実施態様では、プロポキシ化された脂肪族のイソプロパノールアミドが式２の化合
物として用いられる。脂肪族のイソプロパノールアミド部分は、好ましくは脂肪族のモノ
イソプロパノールアミドであり、より好ましくはラウリンモノイソプロパノールアミド、
カプリンモノイソプロパノールアミド、カプリルモノイソプロパノールアミド、カプリル
／カプリンモノイソプロパノールアミド、デカンモノイソプロパノールアミド、ミリスチ
ンモノイソプロパノールアミド、パルミチンモノイソプロパノールアミド、ステアリンモ
ノイソプロパノールアミド、イソステアリンモノイソプロパノールアミド、オレインモノ
イソプロパノールアミド、リノールモノイソプロパノールアミド、オクチルデカンモノイ
ソプロパノールアミド、２－ヘプチルウンデカンモノイソプロパノールアミド、ヤシ油脂
肪族モノイソプロパノールアミド、牛脂脂肪族モノイソプロパノールアミド、大豆油脂肪
族モノイソプロパノールアミド、及びパーム核油脂肪族モノイソプロパノールアミドから
誘導される。これらのうち、ステアリン、イソステアリン及びヤシ油脂肪族モノイソプロ
パノールアミドが好ましい。
【００４５】
　式２の化合物の各モルは、１～１２モルのエチレンオキシド、適切には２～１０モルの
エチレンオキシド、より適切には３～８モルのエチレンオキシド、有利には約６モルのエ
チレンオキシドと接触させることができる。
【００４６】
　本方法は、触媒、例えば、ナトリウムメトキシド溶液を添加することを含むことができ
る。
【００４７】
　本発明の化合物を形成する方法は、高温、例えば、１００℃以上、適切には１５０℃以
上の温度で進めることができる。典型的には、本発明の方法は、約１６０℃の温度で実施
される。最大約１０ｂａｒｇ（１２ｂａｒａ）、適切には５ｂａｒｇ（６ｂａｒａ）の圧
力を適用することができる。
【００４８】
　本発明の方法は、最大約２４時間以上にわたって実施することができる。
【００４９】
　次に、本発明の方法を一例として説明する。
【００５０】
　ＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド（Ｐｒｏｍｉｄｉｕｍ（商標）ＣＣ、Ｃｒ
ｏｄａ）、ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド（Ｐｒｏｍｉｄｉｕｍ（商標）ＣＯ、Ｃ
ｒｏｄａ）、及びＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソステアラミド（Ｐｒｏｍｉｄｉｕｍ（
商標）ＩＳ、Ｃｒｏｄａ）が増粘剤として従来用いられている。
【００５１】
　本発明の実施態様は、本発明の範囲を限定するものではない例として以下に説明される
。
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【実施例】
【００５２】
［例１：エトキシ化されたＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミドの調製］
　ＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド（Ｐｒｏｍｉｄｉｕｍ（商標）ＣＣ、Ｃｒ
ｏｄａ）４９１．４ｇを、触媒としての３０％ナトリウムメトキシド溶液４．９ｇととも
に反応器に充填し、脱水してメタノールを除去した。次いで、この混合物４９１．４ｇを
エチレンオキシド２３３ｇと１６０℃で反応させ、ＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリル
アミド単位あたり公称３モルのＥＯを与えた。得られたエトキシ化生成物５２９．３ｇを
さらにエチレンオキシド１７０ｇと１６０℃で反応させ、ＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカ
プリルアミド単位あたり合計６モルのＥＯを与えた。最後に、次いで、得られたエトキシ
化生成物４９６．４ｇをエチレンオキシド８１ｇと反応させ、ＰＰＧ－１ヒドロキシエチ
ルカプリルアミド単位あたり８モルのＥＯを与えた。
【００５３】
　３、６及び８モルのエチレンオキシドでエトキシ化された、得られたエトキシ化ＰＰＧ
－１ヒドロキシエチルカプリルアミド化合物はすべて室温で液体であった。
【００５４】
［例２：エトキシ化されたＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミドの調製］
　ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド（Ｐｒｏｍｉｄｉｕｍ（商標）ＣＯ、Ｃｒｏｄａ
）４５４．９ｇを、触媒としての３０％ナトリウムメトキシド溶液３．０３ｇとともに反
応器に充填し、脱水して水分含量を０．０１ｗｔ％にした。
【００５５】
　次いで、この混合物３８８．２ｇをエチレンオキシド２７１ｇと１６０℃で反応させ、
ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド単位あたり３モルのＥＯを与えた。得られたエトキ
シ化生成物５３５ｇをさらにエチレンオキシド２２０ｇと１６０℃で反応させ、ＰＰＧ－
２ヒドロキシエチルコカミド単位あたり合計６モルのＥＯを与えた。最後に、次いで、得
られたエトキシ化生成物６０７．２ｇをエチレンオキシド１１８ｇと反応させ、ＰＰＧ－
２ヒドロキシエチルコカミド単位あたり８モルのＥＯを与えた。
【００５６】

【表１】

【００５７】
［例３：エトキシ化されたＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソステアラミドの調製］
　ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソステアラミド（Ｐｒｏｍｉｄｉｕｍ（商標）ＩＳ、Ｃ
ｒｏｄａ）４９６．８ｇを、触媒としての３０％ナトリウムメトキシド溶液３．３ｇとと
もに反応器に充填し、脱水してメタノールを除去した。次いで、この混合物４９６．８ｇ
をエチレンオキシド２２６ｇと１６０℃で反応させ、ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイソス
テアラミド単位あたり３モルのＥＯを与えた。得られたエトキシ化生成物５６２．９ｇを
さらにエチレンオキシド１７６ｇと１６０℃で反応させ、ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルイ
ソステアラミド単位あたり合計６モルのＥＯを与えた。最後に、次いで、得られたエトキ
シ化生成物５４２．２ｇをエチレンオキシド８６ｇと反応させ、ＰＰＧ－２ヒドロキシエ
チルイソステアラミド単位あたり８モルのＥＯを与えた。
【００５８】
［例４：物理的性質の比較］
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　ＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミドとＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミドを
、上記のとおり３、６及び８モルのエチレンオキシドでエトキシ化した。得られたエトキ
シ化化合物の物理的性質を試験し、ＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミド及びＰＰ
Ｇ－２ヒドロキシエチルコカミドに関連する物理的性質と比較した。同様に、エトキシ化
化合物の物理的性質を、増泡剤として従来用いられているＰＥＧ ５コカミドと比較した
。特に、化合物の発泡特性及び知覚特性を比較した。試験は、ＳＬＳ／ＳＬＥＳ／ベタイ
ンベース中に得られたエトキシ化化合物を含む溶液について行い、この溶液は、３．０％
の得られたエトキシ化化合物、又は３．０％のＰＰＧ－１ヒドロキシエチルカプリルアミ
ド、ＰＰＧ－２ヒドロキシエチルコカミド若しくはＰＥＧ ５コカミド化合物を含む。比
較の結果を以下にまとめる。
【００５９】
【表２】

【００６０】
【表３】

【００６１】
　上記のデータは、従来の増粘剤と比べて、本発明の化合物の改善された発泡特性を実証
している。さらに、本発明の化合物は、従来の増粘剤よりも優れた関連する知覚特性を与
える。
【００６２】
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　本発明の化合物は、向上した発泡特性及び向上した知覚特性を提供する。この特性の組
み合わせは、本発明の化合物が、調製物、特には化粧品のための極めて有用な添加剤であ
ることを意味する。
【００６３】
　本明細書で言及されるすべての文献はその参照により本明細書に含まれる。本発明の記
載される実施態様に対する種々の変更及び変形態様は、本発明の範囲及び趣旨を逸脱する
ことなく当業者にとって明らかであろう。本発明は、特定の好ましい実施態様に関して説
明されているが、特許請求の範囲に記載される発明はこのような特定の実施態様に不当に
限定されるべきではないと解されるべきである。実際、本発明を実施するための、当業者
にとって自明な記載した方法の種々の変更は本発明によって包含されるものである。
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